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議案第４号  

 

財産の取得について 

災害備蓄用簡易トイレ処理袋を次のとおり取得する。 

２０２２年（令和４年）６月６日提出 

藤沢市長 

鈴  木  恒  夫 

 

 

 

１ 取得する財産 

災害備蓄用簡易トイレ処理袋   １１７,３６０セット 

２ 契約の相手方   

藤沢市朝日町１０番地の７ 旭ビル５階 

株式会社河本総合防災湘南支店 

支店長 伊 藤 政一郎 

３ 取得価格 

１２６,０８３,７６０円 

４ 取得時期 

２０２３年（令和５年）３月２４日 

 

 

 

提案理由 

災害時のトイレ設備の充実を図るため、財産の取得をしたいので、藤沢市議会の

議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により提出

する。 
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参 考 

藤沢市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 抜粋 

（財産の取得又は処分） 

第３条 法第９６条第１項第８号の規定により、議会の議決に付さなければならな

い財産の取得又は処分は、予定価格２０,０００,０００円以上の不動産若しくは

動産の買入れ若しくは売渡し（土地については、１件５,０００平方メートル以上

のものに限る。）又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売渡しとする。 
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＜議案第４号資料１＞ 

 

災害備蓄用簡易トイレ処理袋供給契約の相手方状況調書 

 

１ 会 社 名  藤沢市朝日町１０番地の７ 旭ビル５階 

株式会社河本総合防災湘南支店 

支店長 伊 藤 政一郎 

２ 資 本 金  ８０,０００千円 

３ 職 員 数  全体 ９５人   湘南支店 ５人 

４ 創   業  １９５７年（昭和３２年） 

５ 主な物件供給実績 

  災害備蓄用長期保存食（藤沢市発注） 

   ２０２２年（令和４年）３月納入 

                        ９,１８８千円 

災害備蓄用簡易トイレ処理袋等（藤沢市発注） 

   ２０２０年（令和２年）９月納入 

                       ６７,９７９千円 

 

  



- 4 - 

＜議案第４号資料２＞ 

災害備蓄用簡易トイレ処理袋供給契約入札状況調書 

業 者 名 入 札 金 額 摘 要 

株式会社河本総合防災湘南支店 １１４,６２１,６００円 落 札 

有 限 会 社 フ ィ ー ル ド 藤 沢 支 店 １１５,４０４,０００円  

有 限 会 社 関 根 商 店  
入札書 
不着 

 

予 定 価 格 １１５,４０４,０００円  

※ 当該入札金額に消費税額及び地方消費税額に相当する額を加算した金額が

法律上の入札金額です。 
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議案第５号  

 

工事請負契約の締結について 

弁天橋改修工事（その１）について、次のとおり請負契約を締結する。 

２０２２年（令和４年）６月６日提出 

藤沢市長 

鈴  木  恒  夫    

 

 

 

１ 契約の相手方 

弁天橋改修工事（その１） 

幸和・西尾建設共同企業体 

代表者 藤沢市辻堂元町二丁目２０番１７号 

      株式会社幸和 

代表取締役 大 澤  宏 

２ 工事の概要 

 (1) 橋脚耐震化工事 

 (2) 仮設工事一式 

３ 契約金額 

  ２２５,５００,０００円 

４ 工事の場所 

藤沢市片瀬海岸二丁目１５番地先 

５ 工 期 

議決の日着工 

２０２３年（令和５年）６月２１日しゅん工予定 
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提案理由 

弁天橋改修工事（その１）について、請負契約を締結したいので、藤沢市議会の

議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により提出

する。 

 

 

 

参 考 

藤沢市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 抜粋 

（契約） 

第２条 法第９６条第１項第５号の規定により議会の議決に付さなければならない

契約は、予定価格１５０,０００,０００円以上の工事又は製造の請負とする。 
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＜議案第５号資料１＞ 

 

  弁天橋改修工事（その１）請負契約の相手方状況調書（１） 

 

１ 会 社 名        藤沢市辻堂元町二丁目２０番１７号 

株式会社幸和 

  代表取締役 大 澤  宏 

２ 資 本 金        ２０,０００千円 

３ 年間工事高       

令和３年９月期   土木一式工事      ９０,０００千円          

その 他 工事      ２０７,２０３千円          

合 計       ２９７,２０３千円          

令和２年９月期   土木一式工事    ３０４,８５２千円          

                   その 他 工事      ２３３,８３３千円          

合 計     ５３８,６８５千円          

４ 職 員 数        技術職員           ６人 

          事務職員           １人 

          合  計           ７人 

５ 創 業        １９７７年（昭和５２年） 

６ 主な工事実績 

  江の島東ポンプ場圧送管（三次）改修工事（藤沢市発注） 

２０２０年（令和２年）７月しゅん工 

                 １５１,８２６千円 

  企水第９１６号 佐助送水管基幹管路更新工事（第３工区）（藤沢市以外発注） 

２０２０年（令和２年）５月しゅん工 

                 １０４,０７１千円 
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  弁天橋改修工事（その１）請負契約の相手方状況調書（２） 

 

１ 会 社 名        藤沢市鵠沼石上三丁目３番２号 

株式会社西尾建設 

  代表取締役 西 尾 雄一郎 

２ 資 本 金        ２０,０００千円 

３ 年間工事高       

令和２年４月期   土木一式工事    ２４６,８５２千円          

その 他 工事     １０６,９４２千円          

合 計      ３５３,７９４千円          

平 成 3 1 年 ４ 月 期   土木一式工事     ４３３,４８８千円          

その 他 工事      ４８４,９１９千円          

合 計       ９１８,４０７千円          

４ 職 員 数        技術職員           ９人 

          事務職員           ３人 

          合  計          １２人 

５ 創 業        １９６６年（昭和４１年） 

６ 主な工事実績 

藤沢聖苑北側斜面地対策工事（藤沢市発注） 

   ２０２２年（令和４年）１月しゅん工 

                    １８５,６３６千円 

大庭城址公園法面対策工事（藤沢市発注） 

２０２１年（令和３年）３月しゅん工 

１２８,４９７千円 
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＜議案第５号資料２＞ 

 

弁天橋改修工事（その１）入札状況調書 

 

業 者 名                 入 札 金 額 摘 要 

弁天橋改修工事（その１）幸和・西尾建設共

同企業体 

千円 

２０５,０００ 
落 札 

弁天橋改修工事（その１）堀本工務店・堀本

建設共同企業体 
２１１,０００  

弁天橋改修工事（その１）湘南営繕協会・湘

南アーキテクチュア共同企業体 
２４９,０００  

弁天橋改修工事（その１）三和工業・水村工

務店共同企業体 
２５０,０００  

弁天橋改修工事（その１）西建設工業・用田

建設共同企業体 
 辞 退 

弁天橋改修工事（その１）日髙建設・清光建

設共同企業体 
 辞 退 

 

予 定 価 格 
          千円 

２１９,５３０ 

 

調 査 基 準 価 格 ２０１,２８０ 
 

失 格 基 準 価 格 １８１,１５２ 
 

※ 当該入札金額に消費税額及び地方消費税額に相当する額を加算した金額が法

律上の入札金額です。 
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議案第６号  

 

工事請負契約の締結について 

市営渋谷ヶ原住宅１、２、３号棟・集会棟外壁等改修工事について、次のとおり

請負契約を締結する。 

２０２２年（令和４年）６月６日提出 

藤沢市長 

鈴  木  恒  夫    

 

 

 

１ 契約の相手方 

藤沢市大庭５１３８番地の１ 

  西建設工業株式会社 

代表取締役 西 山  一 

２ 工事の概要 

(1) 外壁改修工事一式 

(2) 屋根及び防水改修工事一式 

(3) その他附帯工事一式 

３ 契約金額 

  ２２９,８４２,３６０円 

４ 工事の場所 

藤沢市湘南台四丁目３３番地 

５ 工 期 

議決の日着工 

２０２３年（令和５年）２月２８日しゅん工予定 
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提案理由 

市営渋谷ヶ原住宅１、２、３号棟・集会棟外壁等改修工事について、請負契約を

締結したいので、藤沢市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関す

る条例第２条の規定により提出する。 
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＜議案第６号資料１＞ 

 

  市営渋谷ヶ原住宅１、２、３号棟・集会棟外壁等改修工事請負契約の 

相手方状況調書 

 

１ 会 社 名        藤沢市大庭５１３８番地の１ 

西建設工業株式会社 

  代表取締役 西 山  一 

２ 資 本 金        ３３,６００千円 

３ 年間工事高       

 令和３年 2月期   建築一式工事     １１２,５００千円         

その他工事   １,２０３,２２４千円         

合    計    １,３１５,７２４千円         

 令和 2年 2月期   建築一式工事      ６４,７３３千円         

その他工事   １,０６７,７４７千円         

合    計   １,１３２,４８０千円         

４ 職 員 数          技術職員           ２１人 

          事務職員            ９人 

          合  計           ３０人 

５ 創 業         １９６６年（昭和４１年） 

６ 主な工事実績 

善行市民センター改築工事（建築工事・２期）（藤沢市発注） 

   ２０２２年（令和４年）２月しゅん工 

   門倉組・西建設工業共同企業体 

                    （３８５,０００千円）      

                   持分１１５,５００千円 

令和元年度 河川改修工事（前金付県債）（その１）（藤沢市以外発注） 

２０２１年（令和３年）３月しゅん工 

                  ２１１,７８３千円 
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＜議案第６号資料２＞ 

市営渋谷ヶ原住宅１、２、３号棟・集会棟外壁等改修工事入札状況調書 

 

業 者 名                 入 札 金 額 摘 要 

西 建 設 工 業 株 式 会 社 
 円

２０８,９４７,６００ 
落 札 

株 式 会 社 堀 本 工 務 店 ２１３,０００,０００  

ア イ グ ス テ ッ ク 株 式 会 社 ２２５,５００,０００  

株 式 会 社 ア ト ラ ス 湘 南 ２３０,０００,０００  

株 式 会 社 丸 山 工 務 所 ２３９,１４６,０００  

株 式 会 社 田 中 建 設 工 業 ２５２,０００,０００  

ミ ヤ マ 建 設 株 式 会 社 １７０,０００,０００ 失 格 

タ イ ヨ ー 建 設 株 式 会 社 １７９,９９０,０００ 失 格 

株 式 会 社 湘 南 営 繕 協 会 １９３,４５０,０００ 失 格 

 

予 定 価 格 
         円 

２４７,１００,０００ 

 

調 査 基 準 価 格 ２２４,０１０,０００ 
 

失 格 基 準 価 格 ２０１,６０９,０００ 
 

※ 当該入札金額に消費税額及び地方消費税額に相当する額を加算した金額が法

律上の入札金額です。 
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議案第７号  

 

工事請負契約の締結について 

市営長後住宅１、２、３号棟・倉庫外壁等改修工事について、次のとおり請負契

約を締結する。 

２０２２年（令和４年）６月６日提出 

藤沢市長 

鈴  木  恒  夫    

 

 

 

１ 契約の相手方 

藤沢市亀井野一丁目２４番地の２ 

  株式会社湘南営繕協会 

代表取締役 最 上 重 夫 

２ 工事の概要 

(1) 外壁改修工事一式 

(2) 屋根及び防水改修工事一式 

(3) その他附帯工事一式 

３ 契約金額 

  １６０,１０５,０００円 

４ 工事の場所 

藤沢市長後２４５０番地 

５ 工 期 

議決の日着工 

２０２３年（令和５年）２月２８日しゅん工予定 
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提案理由 

市営長後住宅１、２、３号棟・倉庫外壁等改修工事について、請負契約を締結し

たいので、藤沢市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

第２条の規定により提出する。 
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＜議案第７号資料１＞ 

 

市営長後住宅１、２、３号棟・倉庫外壁等改修工事請負契約の 

相手方状況調書 

 

１ 会 社 名        藤沢市亀井野一丁目２４番地の２ 

株式会社湘南営繕協会 

  代表取締役 最 上 重 夫 

２ 資 本 金        １００,０００千円 

３ 年間工事高       

  令和３年 3月期 建築一式工事      ６３２,９８０千円 

 その他工事      ３９５,３２５千円 

合 計    １,０２８,３０５千円 

  令和２年 3月期 建築一式工事       ８５２,５００千円 

 その他工事      ６１３,２５５千円 

 合 計    １,４６５,７５５千円 

４ 職 員 数          技術職員            １９人 

          事務職員            １５人 

          合  計             ３４人 

５ 創 業  １９８３年（昭和５８年） 

６ 主な工事実績 

  県営追浜第二団地公営住宅建築工事（６期）（藤沢市以外発注） 

２０２２年（令和４年）３月しゅん工 

３６１,９６６千円         

六会中学校屋内運動場建設工事（建築）（藤沢市発注） 

２０２０年（令和２年）１月しゅん工 

湘南営繕協会・湘南アーキテクチュア共同企業体 

（６８４,５０４千円）         

持分 ４７９,１５２千円          
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＜議案第７号資料２＞ 

市営長後住宅１、２、３号棟・倉庫外壁等改修工事入札状況調書 

 

業 者 名                 入 札 金 額 摘 要 

株 式 会 社 湘 南 営 繕 協 会 
千円 

１４５,５５０ 
落 札 

株 式 会 社 田 中 建 設 工 業 １４９,２００  

ミ ヤ マ 建 設 株 式 会 社 １５１,０００  

株 式 会 社 丸 山 工 務 所 １５８,９４０  

タ イ ヨ ー 建 設 株 式 会 社 １６９,９９０  

株 式 会 社 堀 本 工 務 店 １７９,６００  

西 建 設 工 業 株 式 会 社  辞 退 

ア イ グ ス テ ッ ク 株 式 会 社  辞 退 

株 式 会 社 大 春 工 務 店 １２９,５００ 失 格 

大 旭 建 業 株 式 会 社 １３１,０００ 失 格 

 

予 定 価 格 
          千円 

１７３,９００ 

 

調 査 基 準 価 格 １５７,４９０ 
 

失 格 基 準 価 格 １４１,７４１ 
 

※ 当該入札金額に消費税額及び地方消費税額に相当する額を加算した金額が法

律上の入札金額です。 
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議案第８号  

 

工事請負契約の締結について 

八松小学校校舎棟外壁等改修工事について、次のとおり請負契約を締結する。 

２０２２年（令和４年）６月６日提出 

藤沢市長 

鈴  木  恒  夫    

 

 

 

１ 契約の相手方 

藤沢市大庭５２２１番地の１３ 

  ミヤマ建設株式会社 

代表取締役 端 山 正 明 

２ 工事の概要 

(1) 外壁改修工事一式 

(2) 防水改修工事一式 

(3) その他附帯工事一式 

３ 契約金額 

  １９２,５００,０００円 

４ 工事の場所 

藤沢市辻堂元町三丁目１番６号 

５ 工 期 

議決の日着工 

２０２３年（令和５年）１月１９日しゅん工予定 

 

 

 

 

 



- 19 - 

提案理由 

八松小学校校舎棟外壁等改修工事について、請負契約を締結したいので、藤沢市

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定によ

り提出する。 
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＜議案第８号資料１＞ 

 

  八松小学校校舎棟外壁等改修工事請負契約の相手方状況調書 

 

１ 会 社 名        藤沢市大庭５２２１番地の１３ 

ミヤマ建設株式会社 

  代表取締役 端 山 正 明 

２ 資 本 金        ２１,０００千円 

３ 年間工事高       

 令和３年５月期   建築一式工事     ９０２,４７５千円         

その他工事     ６９８,６６５千円         

合 計   １,６０１,１４０千円         

 令和２年５月期   建築一式工事     ７９７,３４７千円         

その他工事     ４７０,０３６千円         

合 計   １,２６７,３８３千円         

４ 職 員 数          技術職員           １３人 

          事務職員            ５人 

          合  計           １８人 

５ 創 業        １９７２年（昭和４７年） 

６ 主な工事実績 

湘洋中学校屋内運動場外壁等改修工事（藤沢市発注） 

２０２２年（令和４年）３月しゅん工 

                   ８１,６２０千円 

市営滝ノ沢住宅１号棟外壁等改修及び防音工事（藤沢市発注） 

   ２０１９年（平成３１年）３月しゅん工 

                     １５９,８４０千円 
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＜議案第８号資料２＞ 

八松小学校校舎棟外壁等改修工事入札状況調書 

 

業 者 名                 入 札 金 額 摘 要 

ミ ヤ マ 建 設 株 式 会 社 
千円 

１７５,０００ 
落 札 

株 式 会 社 堀 本 工 務 店 １８３,９２０  

株 式 会 社 田 中 建 設 工 業 １８４,２００  

株 式 会 社 大 春 工 務 店 １９６,０００  

西 建 設 工 業 株 式 会 社  辞 退 

ア イ グ ス テ ッ ク 株 式 会 社  辞 退 

大 旭 建 業 株 式 会 社 １７１,０００ 失 格 

株 式 会 社 丸 山 工 務 所 １７１,５００ 失 格 

タ イ ヨ ー 建 設 株 式 会 社 １７２,０００ 失 格 

株 式 会 社 湘 南 営 繕 協 会 １７３,７００ 失 格 

 

予 定 価 格 
          千円 

２１３,３００ 

 

調 査 基 準 価 格 １９３,２８０ 
 

失 格 基 準 価 格 １７３,９５２ 
 

※ 当該入札金額に消費税額及び地方消費税額に相当する額を加算した金額が法

律上の入札金額です。 
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議案第９号  

 

市道の認定について 

 次のとおり市道の路線を認定する。 

２０２２年（令和４年）６月６日提出 

藤沢市長 

鈴  木  恒  夫 

 

 

 

整理 

番号 
路 線 名 

起       点 幅 員 

   ｍ 

延 長 

   ｍ 終       点 

１ 
鵠沼 

９５３号線 

鵠沼桜が岡三丁目５９６５番８地先 
4.5 30.6 

鵠沼桜が岡三丁目５９６４番４地先 

２ 
鵠沼 

９５４号線 

本鵠沼四丁目３８０２番２８地先 4.5 
～ 
5.0 

80.2 
本鵠沼四丁目３８０２番３６地先 

３ 
辻堂 

６８３号線 

辻堂東海岸一丁目１９番５５地先 
4.5 28.3 

辻堂東海岸一丁目１９番６１地先 

４ 
藤沢 

７７８号線 

鵠沼神明四丁目１６１番６地先 
4.5 34.9 

鵠沼神明四丁目１６１番７地先 

５ 
藤沢 

７７９号線 

藤沢五丁目６６番１地先 
4.5 33.5 

藤沢五丁目２７番１地先 

６ 
藤沢 

７８０号線 

西富字西原４８９番４地先 
5.2 14.8 

西富字西原４８９番７地先 

７ 
御所見 

１１４８号線 

宮原字東原３５８９番１４地先 
4.5 34.6 

宮原字東原３５８９番２３地先 
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８ 
御所見 

１１４９号線 

葛原字前田２１８８番１７地先 
4.5 40.4 

葛原字前田２１８８番１４地先 

 

 

 

提案理由 

 鵠沼９５３号線ほか７路線を認定したいので、道路法第８条第２項の規定により

提出する。 

 

 

 

参 考 

 道路法 抜粋 

 （市町村道の意義及びその路線の認定） 

第８条 第３条第４号の市町村道とは、市町村の区域内に存する道路で、市町村長

がその路線を認定したものをいう。 

２ 市町村長が前項の規定により路線を認定しようとする場合においては、あらか

じめ当該市町村の議会の議決を経なければならない。 

（路線の廃止又は変更） 

第１０条 都道府県知事又は市町村長は、都道府県道又は市町村道について、一般

交通の用に供する必要がなくなつたと認める場合においては、当該路線の全部又

は一部を廃止することができる。路線が重複する場合においても、同様とする。 

２ 都道府県知事又は市町村長は、路線の全部又は一部を廃止し、これに代わるべ

き路線を認定しようとする場合においては、これらの手続に代えて、路線を変更

することができる。 

３ 第７条第２項から第８項まで及び前条の規定は前２項の規定による都道府県道

の路線の廃止又は変更について、第８条第２項から第５項まで及び前条の規定は

前２項の規定による市町村道の路線の廃止又は変更について、それぞれ準用する。 
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議案第１０号  

 

市道の廃止について 

 次のとおり市道の路線を廃止する。 

２０２２年（令和４年）６月６日提出 

藤沢市長 

鈴  木  恒  夫 

 

 

 

整理 

番号 
路 線 名 

起       点 幅 員 

   ｍ 

延 長 

   ｍ 終       点 

１ 

川名 

１９５４－５ 

号線 

川名一丁目１０８番１地先 
1.5 45.0 

川名一丁目１０３番３地先 

２ 
六会 

２０２号線 

西俣野字北窪２９１番１地先 2.8 
～ 

   5.6 
25.0 

西俣野字北窪２８９番１地先 

３ 
六会 

５６２号線 

石川字鍛冶山２４番地先 1.0 
～ 

   2.0 
13.0 

石川字鍛冶山２６番地先 

４ 

遠藤 

４０９－１ 

号線 

遠藤字東原３１９７番４地先 
1.8 128.0 

遠藤字東原３２００番１地先 

５ 

遠藤 

４０９－２ 

号線 

遠藤字東原３１９８番５地先 
1.2 24.0 

遠藤字東原３１９９番９地先 

６ 

用田 

５２２－１ 

号線 

用田字南原５７３番２地先 
1.8 16.0 

用田字南原５７３番２地先 
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提案理由 

 川名１９５４－５号線ほか５路線を廃止したいので、道路法第１０条第３項の規

定により提出する。 
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議案第１１号  

 

損害賠償額の決定について 

次のとおり損害賠償額を決定する。 

２０２２年（令和４年）６月６日提出 

藤沢市長 

鈴  木  恒  夫    

 

 

 

１ 損害賠償額 

  ２３,４５１,０６２円 

２ 相手方 

 藤沢市            

       

３ 事案の概要 

  市で公開していた指定道路調書に基づき建築された一戸建ての住宅において、

当該指定道路調書の誤記を原因として生じた道路後退不足並びにこれに伴う敷地

面積の減少による容積率及び建蔽率の超過を解消し、建築基準法に適合させるた

めの費用について、相手方への賠償が発生したもの 

 

 

 

提案理由 

指定道路調書の誤記による損害賠償額の決定をしたいので、地方自治法第９６条

第１項第１３号の規定により提出する。 

 

 

 

 



- 27 - 

参 考 

地方自治法 抜粋 

第９６条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。 

(13) 法律上その義務に属する損害賠償の額を定めること。 
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 議案第１２号  

 

藤沢市手数料条例等の一部改正について 

藤沢市手数料条例等の一部を次のように改正する。 

２０２２年（令和４年）６月６日提出 

藤沢市長 

鈴  木  恒  夫 

 

 

 

藤沢市手数料条例等の一部を改正する条例 

（藤沢市手数料条例の一部改正） 

第１条 藤沢市手数料条例（平成１２年藤沢市条例第４８号）の一部を次のように

改正する。 

別表第４の１の表５４の項中「第８５条第５項」を「第８５条第６項」に改め、

同表５５の項中「第８５条第６項」を「第８５条第７項」に改め、同表６８の項

中「第８７条の３第５項」を「第８７条の３第６項」に改め、同表６９の項中

「第８７条の３第６項」を「第８７条の３第７項」に改める。 

（藤沢市都市景観条例の一部改正） 

第２条 藤沢市都市景観条例（平成元年藤沢市条例第３８号）の一部を次のように

改正する。 

  第１１条第１号ア、同条第３号及び第３２条第１号中「第８５条第５項」を

「第８５条第６項」に改める。 

 （藤沢市特定開発事業等に係る手続及び基準に関する条例の一部改正） 

第３条 藤沢市特定開発事業等に係る手続及び基準に関する条例（平成２０年藤沢

市条例第１９号）の一部を次のように改正する。 

  第３条第２号中「同条第５項」を「同条第６項」に改める。 

（藤沢市建築基準等に関する条例の一部改正） 

第４条 藤沢市建築基準等に関する条例（平成３０年藤沢市条例第１０号）の一部

を次のように改正する。 
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第９５条中「第８５条第５項若しくは第６項」を「第８５条第６項若しくは第

７項」に、「第８７条の３第５項若しくは第６項」を「第８７条の３第６項若し

くは第７項」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

提案理由 

この条例を提出したのは、建築基準法の改正に伴い、規定の整備をする必要によ

る。 
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議案第１３号 

 

藤沢市都市公園条例の一部改正について 

藤沢市都市公園条例の一部を次のように改正する。 

２０２２年（令和４年）６月６日提出 

                                      藤沢市長 

                        鈴  木  恒  夫 

 

 

 

藤沢市都市公園条例の一部を改正する条例 

藤沢市都市公園条例（昭和３５年藤沢市条例第８号）の一部を次のように改正す

る。 

第２条第６号中「第１３号」を「第１５号」に改める。 

別表第９に次のように加える。 

遠藤笹窪谷公園 

附 則 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。ただし、第２条の改正規定は、公

布の日から施行する。 

 

 

 

提案理由 

 この条例を提出したのは、遠藤笹窪谷公園の管理を指定管理者に行わせる等のた

め、所要の改正をする必要による。 
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議案第１４号 

 

藤沢市地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例の一部

改正について 

藤沢市地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を次のよう

に改正する。 

２０２２年（令和４年）６月６日提出 

藤沢市長 

鈴  木  恒  夫 

 

 

 

藤沢市地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例の一部

を改正する条例 

藤沢市地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例（平成元年藤沢市

条例第３９号）の一部を次のように改正する。 

第５条の２ただし書中「あつては」の次に「、新産業の森北部地区整備計画区域

を除き」を加える。 

別表第４新産業の森北部地区整備計画区域の項中「１０分の５」を「１０分の６」

に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

提案理由 

この条例を提出したのは、新産業の森北部地区地区計画において地区整備計画が

変更されたことに伴い、当該地区計画の区域内における建築物の制限について変更

する必要による。 
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                              議案第１５号 

 

   藤沢市自転車等駐車場条例の一部改正について 

 藤沢市自転車等駐車場条例の一部を次のように改正する。 

    ２０２２年（令和４年）６月６日提出 

                                      藤沢市長 

                        鈴  木  恒  夫    

 

 

 

   藤沢市自転車等駐車場条例の一部を改正する条例 

 藤沢市自転車等駐車場条例（平成８年藤沢市条例第２７号）の一部を次のように

改正する。 

別表第１善行駅西口自転車等駐車場の項の次に次のように加える。 

藤沢本町駅自転

車駐車場 

藤沢市藤沢四丁目６３０９

番８ 

自転車 午前零時から 

午後１２時まで 

藤沢本町駅第２

自転車駐車場 

藤沢市藤沢四丁目６３４６

番１ 

自転車 午前零時から 

午後１２時まで 

 別表第２善行駅西口自転車等駐車場の項の次に次のように加える。 

藤沢本町駅自転

車駐車場 

定期利用 １月 １,５００円   

３月 ４,５００円   

６月 ９,０００円   

一時利用 １回 １００円   

藤沢本町駅第２

自転車駐車場 

定期利用 １月 １,５００円   

３月 ４,５００円   

６月 ９,０００円   

一時利用 １回 １００円   

附 則 

 この条例は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において規則で定める

日から施行する。 
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提案理由 

この条例を提出したのは、藤沢本町駅の周辺に新設する有料自転車駐車場を公共

の用に供する必要による。 
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議案第１６号  

 

藤沢市江の島サムエル・コッキング苑条例の一部改正について 

 藤沢市江の島サムエル・コッキング苑条例の一部を次のように改正する。 

２０２２年（令和４年）６月６日提出 

藤沢市長 

鈴  木  恒  夫 

 

 

 

藤沢市江の島サムエル・コッキング苑条例の一部を改正する条例 

 藤沢市江の島サムエル・コッキング苑条例（平成１５年藤沢市条例第３６号）

の一部を次のように改正する。 

 第９条の見出しを「（利用料金）」に改め、同条第１項中「別表第１に定める

額の施設利用料」を「指定管理者（第１５条に規定する市長が指定するものをい

う。以下この条及び第１１条において同じ。）に利用料金」に改め、同条第２項

及び第３項を次のように改める。 

２ 利用料金の金額は、別表第１に定める金額を上限として、あらかじめ市長の

承認を得て、指定管理者が定める。 

３ 利用料金は、指定管理者の収入とする。 

 第１１条を次のように改める。 

 （利用料金及び使用料の減免） 

第１１条 指定管理者は、市長が規則で定める基準に従い、利用料金を減額し、

又は免除することができる。 

２ 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところ

により、使用料を減額し、又は免除することができる。 

 第１９条第２項中「施設利用料又は」を削る。 

 別表第１中「施設利用料」を「利用料金」に改める。 

附 則 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。 
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提案理由 

 この条例を提出したのは、藤沢市江の島サムエル・コッキング苑の令和５年度以

降の指定管理者による管理について、利用者から徴収する料金を指定管理者の収入

とする利用料金制を導入することで、指定管理者の経営努力により一層の集客を図

るため、所要の改正をする必要による。 
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議案第１７号  

 

藤沢市民病院診療費等に関する条例の一部改正について 

 藤沢市民病院診療費等に関する条例の一部を次のように改正する。 

２０２２年（令和４年）６月６日提出 

藤沢市長 

鈴  木  恒  夫    

 

 

 

藤沢市民病院診療費等に関する条例の一部を改正する条例 

 藤沢市民病院診療費等に関する条例（昭和４６年藤沢市条例第３４号）の一部を

次のように改正する。 

 別表第１非紹介患者初診料（他の病院又は診療所からの文書による紹介により来

院した患者以外の患者の初診に際し徴収する使用料をいう。）の項及び紹介済患者

再診料（他の病院又は診療所に対して文書による紹介を行う旨の申出を行つた患者

の再診に際し徴収する使用料をいう。）の項を次のように改める。 

非紹介患者初診
料（他の病院又
は診療所からの
文書による紹介
により来院した
患者以外の患者
の初診に際し徴
収する使用料を
いう。） 

次の各号に掲げる場合の区分に応じそれ
ぞれ当該各号に定める額（前に定めるも
の以外の一般診療料の項の規定の適用を
受ける者にあつては、その金額に１.５を
乗じて算出した金額） 
(１） 医師である保険医による初診の場合
７,０００円 

(２） 歯科医師である保険医による初診の
場合 ５,０００円 

「初診」とは、厚
生労働大臣の定め
る評価療養、患者
申出療養及び選定
療養（平成１８年
厚生労働省告示第
４９５号）第２条
第４号に規定する
初診をいう。 

紹介済患者再診
料（他の病院又
は診療所に対し
て文書による紹
介を行う旨の申
出を行つた患者
の再診に際し徴
収する使用料を
いう。） 
 
 
 

次の各号に掲げる場合の区分に応じそれ
ぞれ当該各号に定める額（前に定めるも
の以外の一般診療料の項の規定の適用を
受ける者にあつては、その金額に１．５を
乗じて算出した金額） 
(１） 医師である保険医による再診の場合
３,０００円 

(２） 歯科医師である保険医による再診の
場合 １,９００円 

 
 
 

「再診」とは、厚
生労働大臣の定め
る評価療養、患者
申出療養及び選定
療養第２条第５号
に規定する再診を
いう。 
「病院」とは、医
療法（昭和２３年
法律第２０５号）
第７条第２項第５
号に規定する一般 
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病床（以下「一般
病床」という。）
を有する同法第４
条第１項に規定す
る地域医療支援病
院（一般病床の数
が２００未満であ
るものを除く。） 
及び同法第４条の
２第１項に規定す
る特定機能病院を
除いた病院をいう。 

     附 則 

１ この条例は、令和４年１０月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の藤沢市民病院診療費等に関する条例の規定は、この条

例の施行の日以後に行われる初診及び再診について適用し、同日前に行われた初

診及び再診については、なお従前の例による。 

 

 

 

提案理由 

 この条例を提出したのは、療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労

働大臣が定める掲示事項等の一部が改正されたことに伴い、他の保険医療機関から

の紹介状を持参せず受診した患者等から徴収する選定療養費の額を改定することか

ら、所要の改正をする必要による。 

 

 


